
Ⅰ　提出案件数

提出案件 ２３件

条例案件 ５件

事件案件 １件

予算案件 ６件

報告案件 １１件

Ⅱ　提出案件の概要

【条例案件】

１

 (1)　提案理由

 (2)　概要

（建築住宅課）

２

 (1)　提案理由

 (2)　概要

（都市計画課）

３

 (1)　提案理由

　「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が令和４年１月１日から施行
されることに伴い、必要な改正をするものです。

　「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の
促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和４年２月２０日から施行さ
れることに伴い、必要な改正をするものです。

　長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直しに伴い、当該認定の審査に係る
手数料の額を改めるものなどです。

　小坂田公園マレットゴルフ場の無料化に伴い、必要な改正をするものです。

塩尻市都市公園条例の一部を改正する条例

令和３年塩尻市議会１２月定例会提出案件について

塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例

　有料公園施設及び使用料の規定から小坂田公園マレットゴルフ場を削るもの
です。

塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例
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 (2)　概要

（市民課）

４

 (1)　提案理由

 (2)　概要

（教育総務課）

５

 (1)　提案理由

 (2)　概要

（市民交流センター）

【事件案件】

（建設課）

【予算案件】

１

２

３

４

（以上　財政課）

５

（上水道課）

　楢川地区にある小学校及び中学校を廃止し、新たに義務教育学校を設置する
ことに伴い、必要な改正をするものです。

楢川小中学校を設置することに伴い、その名称及び位置を定めるものなどで

　「地方税法」第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定
非営利活動法人等を追加することに伴い、必要な改正をするものです。

　個人の市民税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人等を加えるものです。

出産育児一時金の支給額を改めるものです。

塩尻市立小学校、中学校条例の一部を改正する条例

令和３年度塩尻市水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度塩尻市一般会計補正予算（第１０号）

塩尻市立木曽楢川小学校及び塩尻市立楢川中学校を廃止し、新たに塩尻市立

す。

市道路線の廃止及び認定について

令和３年度塩尻市一般会計補正予算（第９号）

　１路線を廃止し、新たに４路線を認定することについて、「道路法」第８条
第２項及び第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。

令和３年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特
定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例

令和３年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
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６

（下水道課）

【報告案件】

１

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

（福祉課）

２

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

（社会教育スポーツ課）

３

 (1)　報告理由

市側の過失割合　１００パーセント

事故発生年月日 令和３年８月４日

事 故 発 生 場 所

事 故 発 生 場 所 松本市村井町南２丁目２０番３０号

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター
駐車場

事 故 の 状 況

　公用車で、まつもと医療センター駐車場に駐車し当該公用車のドアを開け

８１，５６５　円

損 害 賠 償 の 額 １７０，３７９　円

塩尻市大門六番町５番２７号

市立体育館駐車場

事 故 の 状 況

　公用車で、市立体育館駐車場内において後進した際、駐車中の相手方自動
車に接触し、当該自動車の車体右側後部を破損させてしまったものです。

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

　損害賠償の額の決定について、去る９月２７日に専決処分したので報告する
ものです。

た際、当該ドアが、強風にあおられたため隣に駐車中の相手方自動車に接触

し、当該自動車の右側後部ドアを破損させてしまったものです。

　損害賠償の額の決定について、去る１０月１日に専決処分したので報告する
ものです。

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

令和３年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第１号）

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

損 害 賠 償 の 額

市側の過失割合　１００パーセント

事故発生年月日 令和３年８月１８日
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 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

４

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

５

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

６

 (1)　報告理由

　市道田川吉田３号線を北へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪
を落とし、左側後輪のホイールを破損したものです。

１０８，５９２　円

　市道広丘東通線を南へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落
とし、右側前輪及び後輪のタイヤ及びホイールを破損したものです。

損 害 賠 償 の 額

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字広丘吉田

市道田川吉田３号線

事 故 の 状 況

５，６９６　円

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

損 害 賠 償 の 額

市側の過失割合　５０パーセント

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１日に専決処分したので報告する
ものです。

事故発生年月日 令和３年８月１５日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字広丘吉田

市道広丘東通線

事 故 の 状 況

損 害 賠 償 の 額

市側の過失割合　２０パーセント

事故発生年月日 令和３年８月１３日

　損害賠償の額の決定について、去る１０月７日に専決処分したので報告する
ものです。

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１日に専決処分したので報告する
ものです。

　市道吉田田川左岸線を北へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪
を落とし、左側前輪のホイールを破損したものです。

２４，７５０　円

事故発生年月日 令和３年８月１６日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字広丘吉田

市道吉田田川左岸線

市側の過失割合　５０パーセント

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

事 故 の 状 況
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 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

７

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

８

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

９

 (1)　報告理由

６３，５４７　円

５，２００　円

　市道吉田小俣線を西へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪を落
とし、左側前輪のタイヤを破損したものです。

損 害 賠 償 の 額

　損害賠償の額の決定について、去る１１月２日に専決処分したので報告する
ものです。

　市道岩垂横１２号線を西へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪
を落とし、左側前輪のタイヤを破損したものです。

市側の過失割合　４０パーセント

事故発生年月日 令和３年８月１８日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字広丘吉田

市道吉田小俣線

事 故 の 状 況

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１１日に専決処分したので報告す
るものです。

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１１日に専決処分したので報告す
るものです。

損 害 賠 償 の 額

市側の過失割合　５０パーセント

事故発生年月日 令和３年１０月２６日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字洗馬

市道岩垂横１２号線

事 故 の 状 況

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

損 害 賠 償 の 額

市側の過失割合　５０パーセント

事故発生年月日 令和３年１０月２６日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字洗馬

　市道岩垂横１２号線を西へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪
を落とし、左側前輪及び後輪のタイヤ及びホイールを破損したものです。

５，６８５　円

市道岩垂横１２号線

事 故 の 状 況

損害賠償の額の決定の専決処分報告について
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 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

（以上　建設課）

10

 (1)　報告理由

 (2)　概要

ア

イ

ウ

エ

（長寿課）

11

（財政課）

損 害 賠 償 の 額

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１１日に専決処分したので報告す
るものです。

市道岩垂横１２号線

事 故 の 状 況

　市道岩垂横１２号線を西へ走行中の自動車が、道路の舗装の欠損部に車輪
を落とし、左側前輪のタイヤ及びホイールを破損したものです。

令和３年度塩尻市一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告につい
て

市側の過失割合　５０パーセント

事故発生年月日 令和３年１０月２６日

事 故 発 生 場 所 塩尻市大字洗馬

８，６８３　円

事 故 発 生 場 所 塩尻市大門二番町

相手方が契約する駐車場

事 故 の 状 況

　公用車で、相手方が契約する駐車場の敷地内において後進した際、駐車中
の相手方自動車に接触し、当該自動車の車体左側後部を破損させてしまった
ものです。

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

　損害賠償の額の決定について、去る１１月１１日に専決処分したので報告す
るものです。

損 害 賠 償 の 額 ６４，９００　円

市側の過失割合　１００パーセント

事故発生年月日 令和３年１０月１９日
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